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施
設
再
編
整
備
計
画
で
は
、
児
童
館
の
全
面
廃
止
や

各
集
会
施
設
、
学
校
、
ゆ
う
ゆ
う
館
等
の
統
廃
合
な
ど
、

か
つ
て
な
い
区
立
施
設
の
大
規
模
な
削
減
計
画
が
打
ち

出
さ
れ
て
い
ま
す
。

区
の
施
設
は
、
地
方
自
治
法
２
４
４
条
の
「
住
民
の

福
祉
を
増
進
す
る
目
的
を
も
っ
て
そ
の
利
用
に
供
す
る

た
め
の
施
設
を
設
け
る
」
と
い
う
規
定
に
も
と
づ
き
拡

充
さ
れ
、
住
民
福
祉
や
文
化
の
増
進
、
さ
ら
に
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
に
も
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
き
ま
し
た
。

今
回
の
再
編
整
備
計
画
に
つ
い
て
、
区
は
「
老
朽
化

し
た
区
立
施
設
が
更
新
時
期
を
迎
え
、
必
要
な
施
設
改

築
・
改
修
に
巨
額
の
軽
費
が
か
か
り
大
き
な
財
政
負
担

と
な
る
た
め
」
と
し

て
い
ま
す
が
、
財
源

対
策
最
優
先
で
、
福

祉
や
文
化
の
増
進
と

い
う
自
治
体
の
責
務

は
二
の
次
、
三
の
次

で
い
い
の
か
、
田
中

区
長
の
姿
勢
が
問
わ

れ
ま
す
。
利
用
者
や
区
民
の
声
、
実
態
が
反
映
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
も
問
題
で
す
。

使
用
料
の
見
直
し
で
は
、
さ
ざ
ん
か
ネ
ッ
ト
登
録
団

体
の
減
額
制
度
の
廃
止
を
は
じ
め
、
各
施
設
等
の
使
用

料
を
引
き
上
げ
る
計
画
で
す
。

区
は
、
「
未
利
用
者
と
の
公
平
性
を
図
る
た
め
」
と

し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
考
え
方
は
危
険
で
す
。
一
部
の

利
用
者
の
た
め
に
、
未
利
用
者
が
負
担
を
す
る
の
は
不

公
平
な
ど
と
い
う
考
え
方
に
立
つ
な
ら
、
た
と
え
ば
若

い
人
が
納
め
た
税
金
を
高
齢
者
の
た
め
に
使
う
の
は
公

平
で
な
い
と
い
う
理
論
に
つ
な
が
り
か
ね
ま
せ
ん
。
住

民
同
士
を
分
断
・
対
立
さ
せ
る
も
の
で
す
。

今
回
の
見
直
し
で
、
団
体
利
用
の
減
額
制
度
が
な
く

な
れ
ば
使
用
料
は
２
倍
以
上
と
な
り
、
区
民
負
担
は
大

幅
に
増
え
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
値
上
げ
や
負
担
増
が
押

し
寄
せ
る
も
と
、
値
上
げ
は
や
る
べ
き
で
あ
り
ま
せ
ん
。

も
う
一
度
、
区
立
施
設
の
果
た
す
役
割
や
区
の
責
務
は

何
か
、
地
方
自
治
の
原
点
に
立
ち
返
り
、
計
画
素
案
は

撤
回
す
べ
き
で
す
。

日
本
共
産
党
区
議
団
は
、
施
設
再
編
整
備
計
画
及
び

使
用
料
の
引
き
上
げ
に
ス
ト
ッ
プ
を
か
け
て
い
く
た
め

に
、
区
民
の
み
な
さ
ん
と
力
を
あ
わ
せ
、
全
力
を
尽
く

す
決
意
で
す
。

区立施設の統廃合・縮小計画があきらかに！

財
源
確
保
最
優
先
で

か
つ
て
な
い
区
民
施
策
の
削
減

住
民
同
士
を
対
立
さ
せ
る

「未
利
用
者
と
の
公
平
性
」

杉
並
区
は
「
杉
並
区
区
立
施
設
再
編
整
備
計

画
・
第
一
期
（
素
案
）
」
と
、
「
使
用
料
等
の

見
直
し
（
素
案
）
」
を
発
表
し
ま
し
た
。

杉並区区立施設再編整備計画

素
案
は
撤
回
を



施設再編整備計画（素案）（平成26～33年度）（一部抜粋）

学校施設
・今後改築する学校は、施設規模の
スリム化により、他施設との複合化・
多機能化を進める

●杉並第一小学校の老朽改築に合わせ、産業商工会館、
杉並会館、阿佐ヶ谷地域区民センターと複合化。
●旧若杉小学校や統合後の新泉小学校の跡地は、防災ス
ペースを確保する等、地域のまちづくりに資する活用を
検討（当面旧若杉小は既存校舎を活用し保育施設拡充）

児童館・学童クラブ
・現在の児童館としての施設は廃止。
これまで児童館が担ってきた子育て
支援に関する機能・役割は、新たな
子育て支援施設等で再編

●当面、一部の児童館施設（１０か所程度）を学童クラ
ブ専用館、（仮称）子どもセンター（９か所程度）とし
て活用。それ以外の児童館は、保育園や地域コミュニティ
施設へ転用を検討
●学童クラブや小学生の放課居場所事業は、小学校内で
実施することを基本とする

ゆうゆう館 ●老朽化した保育園併設施設の一部は、改築の際、代替
施設を確保したうえで保育園に転用
●幅広い高齢者が利用でき、かつ多世代が集える地域コ
ミュニティ施設へ転用を検討

集会施設 ●杉並会館は、杉並第一小学校の改築にあわせ統廃合
●区民事務所会議室は、廃止
●和田掘会館は、廃止・売却

体育施設 ●現大宮前体育館は保育と高齢者施設の併設施設へ転用

図書館 ●中央図書館の蔵書数は増え続けており、改築時には蔵
書スペースを含めた施設規模を縮小する必要がある

庁舎等 ●証明書類のコンビニ交付導入に合わせ、阿佐ヶ谷、宮
前、桜上水北、高円寺駅前の４事務所を廃止
●産業商工会館は廃止。就労支援センターはあんさんぶ
る荻窪へ移転

使用料等の見直し（素案）（一部抜粋）

（改定の施行日はいずれも平成27年1月１日）

◆集会施設・体育施設

・さざんかネット登録団体の減額制度は廃止。

各区立施設使用料を見直し受益者負担を求め、適切に財源の確保に努める。

◆学校開放施設

・登録団体の使用料無料は廃止。

◆学童クラブ利用料 月額3000円から4000円に引き上げる。

◆有料自転車駐車場使用料 定期利用の基本使用料月額1900円から2100円に引き上げる。

これを基にすべての使用料見直し。65歳以上の定期使用料の減額措置廃止。

◆放置自転車撤去手数料 3000円から5000円に引き上げる。


